
 
オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項 

岐阜森林管理署 

１.見積合わせに参加する者に必要な資格等 

(１)予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。 

(２)予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

(３)中部森林管理局長から｢物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契

約指名停止措置要領｣に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(４)(１)～(３)のほか、案件毎に参加資格を設定している場合は、当該参加

資格を有している者であること。 

※参加資格設定のある見積依頼に参加資格のない者が提出した見積書や見積

書に関する諸条件に違反した見積書は無効とします。 

２.見積書の提出先 

岐阜森林管理署 総括事務管理官 (℡ 0576-62-3121) 

〒509-3106 岐阜県下呂市小坂町大島 1643-2 

※見積書を郵送する場合は締切日時必着とし、封筒の表に「(案件名)見積書

在中」と朱書きして下さい。 

※見積書をメールで提出する場合の提出先アドレス：c_gifu@maff.go.jp 
また、メールによる提出の場合は押印不要ですが、その場合、会社の住

所、会社名、代表者名のほか、担当者氏名及び連絡先電話番号を記載してく

ださい。 

なお、メール送信後はその旨を電話で連絡すること。 

※見積書の宛名は「分任支出負担行為担当官 岐阜森林管理署長」として下

さい。 

３.契約書等の作成の要否について 

会計法令等の規定に基づき、契約金額に応じ、請書の徴収又は契約書を

作成します。(契約金額により省略する場合もあります。) 

４.その他 

(１)参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積りを依頼し、随意契約を行

うことができるものとします。 

(２)見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。 

(３)契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。 


